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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
一

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）…
一

規

則

東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
九
号

東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規

則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
書
類
」
の
下
に
「
並
び
に
デ
ジ
タ
ル
手
続
法

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
名
簿
等
」
を
「
閲
覧
所
に
お
い
て
名
簿
等
」
に
改
め

る
。第

十
条
中
「
名
簿
等
」
を
「
前
条
の
閲
覧
申
込
票
を
提
出
し
て
行

う
名
簿
等
の
閲
覧
」
に
、
「
閲
覧
す
る
」
を
「
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
十
七
番
十
二
の

一
部
、
十
八
番
七
か
ら
同
番
九
ま
で
の
各

一
部
、
同
番
十
一
の
一
部
、
同
番
二
十
一
、

同
番
二
十
三
か
ら
同
番
二
十
五
ま
で
、
同

番
三
十
、
十
九
番
一
、
同
番
二
、
同
番
七
、

同
番
十
、
同
番
十
一
、
同
番
十
三
、
同
番

十
四
、
同
番
十
八
、
同
番
十
九
か
ら
同
番

二
十
一
ま
で
、
同
番
四
十
一
及
び
同
番
四

十
六

令
和
七
年
三
月
三

十
一
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
（
立
川
市
錦

町
四
丁
目
六
番
三
号
）
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